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新型コロナウイルス感染症による出席停止等の取り扱い及び学校への連絡等について 
 

 
各家庭におかれましては、日ごろから新型コロナウイルス感染症の拡大防止に加え、児童

童生徒の学びを確保するための本校の取り組みにご理解とご協力をいただき、誠にありがと

うございます。 

さて、本校において、新型コロナウイルスの感染者等が確認された場合の児童生徒の出席

停止等の取り扱いについては、次のとおりとします。ただし、直接保健所から指示または要請

があった場合は、それに従ってください。また、学校では、新型コロナウイルスの感染者等を

確認した場合には、感染拡大防止等の緊急の対応が求められる場合もあることから、下記の

内容をご確認され、協力いただきますようお願いします。 

各家庭におかれましては、これまで同様、体調管理や感染防止等に努めていただきますよ

うお願いします。 

記 

児童生徒の状況 出席停止等の取り扱いについて 

児童生徒の同居家族が①濃厚接触

者に特定された、または②検査

（PCR または抗原）を受けることに

なった場合 

・児童生徒は登校できます（出席停止の措置はとりません）。 

※富山市立の幼稚園は出席停止の措置をとりますので、登園は控え

てください。 

児童生徒が①濃厚接触者に特定さ

れた、または②検査（PCR または抗

原）を受けることになった場合 

①濃厚接触者に

特定された。 

・児童生徒に対して出席停止の措置をとります。 

※期間は保健所から指示された日まで。 

②本人に症状が
あり、保健所や
医師の指示で検
査を受けること
になった。 

・児童生徒に対して出席停止の措置をとります。 

※期間は検査を受けるよう指示があった日から

結果が判明した日まで。 

児童生徒の感染が確認された場合 
・児童生徒に対して出席停止の措置をとります。 

※期間は保健所から指示された日まで。 

児童生徒に発熱等の症状がみら

れる場合 

・児童生徒は登校を控えて、自宅で休養してください。 

※まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談し

てください。相談する医療機関に迷う場合は、富山市受診・相

談センター（４４４－４６９１・２４時間対応）に電話相談し

てください。受診は、医療機関の指示に従ってください。 

※出席の取り扱いについては、「出席停止」とします。 

保護者の判断のもと、児童生徒を

欠席させる場合 

・生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域

で、同居家族に高齢者や基礎疾患のある者がいるなどの事情が

あって、他に手段がない場合等、合理的な理由があると校長が

判断する場合には、「出席停止」として扱い、欠席日数には含み

ません。なお、期間は、事前に保護者が学校に連絡してくださ

い。 

・医療的ケアが必要な児童生徒や基礎疾患のある児童生徒につい

ては、主治医の見解を学校に伝えていただき、登校を判断して

ください。その際、欠席した場合には、出席停止となります。 

＜裏面につづきます＞ 



児童生徒の状況 出席停止等の取り扱いについて 

児童生徒が医療機関等において

ワクチン接種を受ける場合 

・学校を休む場合は、出席停止の措置をとることができます。 
・ワクチン接種に要する日。 

児童生徒がワクチン接種後、副反

応が出た場合 

・学校を休む場合は、出席停止の措置をとることができます。 
・児童生徒が回復するまでの期間。 
※主な副反応としては、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉
の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。 

〇ご家庭で協力いただきたいこと 

１ 保護者から学校に連絡していただきたいこと 

２ ご家族を含め、三つの密の回避、人と人との距離の確保、手洗い、うがい等の必要な感染

予防に努めてください。 

３ 登校の際には、事前に家庭で検温してください。発熱、だるさ、喉の痛み、咳、鼻水等の

症状がある場合（一時的に発熱があったが、解熱した場合も含む）や体調が整っていない場

合は、登校を控えてください。こうした場合は、欠席ではなく、「出席停止」とします。 

４ 登校後に発熱等の症状がみられた場合は、早退となります。できる限り早く迎えに来て

いただくようご協力ください。 

５ 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があり、差別や偏見、誹謗中傷等

を絶対にしてはいけないということをご家庭でもお話しいただくようお願いします。 

  

 

 

 

 

【問合せ先】富山市立山室中学校         （電話）４２１－５３７２ 

富山市教育委員会 学校教育課     （電話）４４３－２１３４ 

(1) 連絡していただきたい状況 

・児童生徒が新型コロナウイルスの感染者として特定された。 

・児童生徒が濃厚接触者に特定された。 

・児童生徒に発熱等の症状があり、検査（PCR または抗原）を受ける。 

※検査等を受けた場合の出席停止等の取り扱いは、上記の表のとおりです。 

(2) 新型コロナウイルス感染症に係る連絡について 

・学校閉庁日（土日、祝日、夏季・冬季休業中の学校閉庁日）を除く日。 

  →学校に直接連絡してください。 

・学校閉庁日（土日、祝日、夏季・冬季休業中の学校閉庁日） 

→市教育委員会「新型コロナウイルス感染症」専用電話 

【連  絡  先】 ０８０―２９６０―５９９９ 

【連絡受付時間】 午前９時から午後５時まで 


